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(57)【要約】
デジタル画像ファイルに関連される地理的な位置情報を
処理する方法は、データ処理システムにより少なくとも
部分的に実行される。本方法は、デジタル画像ファイル
に関連する関連付けされた地理的な位置情報を少なくと
も有するデジタル画像ファイルを受信し、複数の場所に
ついての地理的な境界を記憶する場所データベースを設
け、関連付けされた地理的な位置情報を場所データベー
スに記憶されている地理的な境界と比較することで、デ
ジタル画像ファイルが捕捉された場所を識別し、識別さ
れた場所の示唆を与えるメタデータタグをデジタル画像
ファイルに付加する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ処理システムにより少なくとも部分的に実行される、デジタル画像ファイルに関
連される地理的な位置情報を処理する方法であって、
　ａ）デジタル画像ファイルに関連する関連付けされた地理的な位置情報を少なくとも有
する前記デジタル画像ファイルを受信するステップと、
　ｂ）複数の場所についての地理的な境界を記憶する場所データベースを設けるステップ
と、
　ｃ）前記関連付けされた地理的な位置情報を前記場所データベースに記憶されている地
理的な境界と比較することで、前記デジタル画像ファイルが捕捉された場所を識別するス
テップと、
　ｄ）識別された場所の示唆を与えるメタデータタグを前記デジタル画像ファイルに付加
するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記メタデータタグは、前記識別された場所の示唆を与えるテキスト文字列を含む、
請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記場所に関するメッセージを送信するステップを更に含む、
請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記メッセージは、前記場所に関連する製品又はサービスの提供を含み、
　当該方法は、送信されたメッセージに応答して、提供される製品又はサービスの注文を
受信するステップを更に含む、
請求項３記載の方法。
【請求項５】
　前記メッセージは、前記場所に関連する広告、前記場所の画像又はそれらの両者を含む
、
請求項３記載の方法。
【請求項６】
　前記場所を識別するステップは、前記地理的な位置情報を少なくとも使用して前記場所
の一部を識別する、
請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記場所の一部に関するメッセージを送信するステップを更に含む、
請求項６記載の方法。
【請求項８】
　前記メッセージは、前記場所の一部に関する広告、前記場所の一部の画像、又はそれら
の両者を含む、
請求項７記載の方法。
【請求項９】
　前記場所の識別された一部の示唆を与えるメタデータタグを前記デジタル画像ファイル
に付加するステップを更に含む、
請求項６記載の方法。
【請求項１０】
　前記デジタル画像ファイルは、捕捉時間の情報に関連付けされており、
　当該方法は、
　ｅ）前記場所データベースに記憶されている場所で行われているイベントに関連する時
間間隔を記憶するイベントデータベースを設けるステップと、
　ｆ）前記識別された場所で行われているイベントについて、前記捕捉時間の情報を、前
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記イベントデータベースに記憶されている時間間隔に比較することで、前記デジタル画像
ファイルが捕捉されたイベントを識別するステップと、
　ｇ）識別されたイベントの示唆を与えるメタデータのタグを前記デジタル画像ファイル
に付加するステップと、
を更に含む請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　前記イベントに関連するメッセージを送信するステップを更に含む、
請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　前記メッセージは、前記イベントに関連する広告、前記イベントの画像、又はこれらの
両者を含む、
請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　イベント又は場所のスポンサー、代理人、所有者又は関係者に関連する、前記イベント
に関連するメッセージが前記データ処理システムにより送信される、
請求項１１記載の方法。
【請求項１４】
　前記デジタル画像ファイルは、捕捉の向きの情報と関連されており、
　当該方法は、前記捕捉の向きの情報と前記地理的な位置情報とに少なくとも使用して、
前記デジタル画像ファイルにより捕捉された場所の一部を識別し、識別された場所の一部
の示唆をプロセッサがアクセス可能なメモリシステムに記憶することを含む、
請求項１記載の方法。
【請求項１５】
　プロセッサがアクセス可能なメモリシステムであって、
　複数の場所の地理的な境界を記憶する場所データベースと、
　デジタル画像ファイルに関連する地理的な位置情報を処理する方法をデータ処理システ
ムに実行させる命令とを記憶し、
　前記命令は、
　前記デジタル画像ファイルに関連付けされた地理的な位置情報を少なくとも有するデジ
タル画像ファイルを受信する命令と、
　前記関連付けされた地理的な位置情報を、前記場所データベースに記憶されている地理
的な境界に比較することで、前記デジタル画像ファイルが捕捉された場所を識別する命令
と、
　識別された場所の示唆を与えるメタデータタグを前記デジタル画像ファイルに付加する
命令と、
を含むことを特徴とするプロセッサがアクセス可能なメモリシステム。
【請求項１６】
　データ処理システムと、
　前記データ処理システムに通信可能に接続されるメモリシステムとを備えるシステムで
あって、
　前記メモリシステムは、
　複数の場所の地理的な境界を記憶する場所データベースと、
　デジタル画像ファイルに関連する地理的な位置情報を処理する方法を前記データ処理シ
ステムに実行させる命令とを記憶し、
　前記命令は、
　前記デジタル画像ファイルに関連付けされた地理的な位置情報を少なくとも有するデジ
タル画像ファイルを受信する命令と、
　前記関連付けされた地理的な位置情報を、前記場所データベースに記憶されている地理
的な境界に比較することで、前記デジタル画像ファイルが捕捉された場所を識別する命令
と、
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　識別された場所の示唆を与えるメタデータタグを前記デジタル画像ファイルに付加する
命令と、
を含むことを特徴とするシステム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル画像処理の分野に関する。より詳細には、本発明の様々な実施の形
態は、更なるコンテクストをレコードに与えるため、デジタル画像ファイルに関連するシ
ーン捕捉のメタデータの使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　写真の出現のため、写真家は、彼等のカメラで関心のある被写体及びシーンを捕捉して
きた。これらの写真は、特定の内容と共に特定の位置での時間的な瞬間を捕捉する。この
写真に関する文脈情報が保持されることを保証するため、写真家は、ある手動的な操作を
実行する。フィルムに基づくカメラ及び写真プリントにより、手書きのレコードは、プリ
ントの裏面に又はおそらくノードブックに情報を記述することで作成される。これらの作
業は面倒であり、多くの写真家は、このプロセスを避け、数多くの写真を写真の内容を適
切に理解するための情報がないままにしている。
【０００３】
　デジタル写真の出現によっても、問題は以前として残されている。デジタル画像に物理
的に記述することは不可能である一方、ASCIIテキストで画像を「タグ付け」することが
多くのデジタル画像管理ソフトウェアプログラムによりサポートされている。タグ付けは
、テキスト情報をデジタル画像と関連付けして記憶するプロセスであり、これによりテキ
スト情報がデジタル画像ファイルと共に保持される。このプロセスは、写真プリントの裏
面に書き込むことよりも面倒さが少ないように見えるが、比較的面倒であり且つ時間がか
かるものであり、多くのデジタル写真家により回避されている。
【０００４】
　デジタル画像のシーン捕捉のメタデータを提供するため、他のデジタル技術が適用され
ている。多くのデジタル捕捉装置は、捕捉の時間を記録し、次いで記録された捕捉時間が
デジタル画像に含まれる。デジタル写真が撮影され、次いで撮影されたデジタル写真がデ
ジタル画像に含まれたときの写真家の物理的な位置を判定するために、GPS（Global　Pos
itioning　System）及び携帯電話網のような技術が使用されている。時間及び位置は、文
脈情報の重要な鍵となるものであるが、写真家が追加することができる文脈に乏しい。例
えば時間及び位置（08-12-07：UTC42°20’19.92’’N76°55’39.58’’W）は、デジタ
ル捕捉装置によりデジタル画像と共に記録される。しかし、係る情報はそれ自身、写真家
にとって役に立つものではない。
【０００５】
　米国特許第6914626号において、Squibbsは、デジタル画像のセットと関連される独立に
記録された位置のデータベースを使用してデジタル画像の位置情報を決定するユーザ支援
システムを教示している。　
　米国特許出願公開第2004/0183918号では、Squilla等は、地理的な位置の情報を使用し
て、捕捉されたデジタル画像の位置に関連する追加の内容を使用して、境界された写真製
品を生成することを教示している。しかし、ユーザが、ユーザの画像の文脈情報にアクセ
スするのを可能にする措置が提供されていない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　デジタル画像に関連する文脈情報の実用性を提供及び改善する改善された技術が必要と
されている。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　デジタル画像ファイルに関連される地理的な位置情報（geo-location　information）
を処理するシステム及び方法により、上述された問題が解決され、技術的な解決が当該技
術分野において達成される。当該方法は、データ処理システムにより少なくとも達成され
、ａ）デジタル画像ファイルに関連する少なくとも関連付けされた地理的な位置情報を有
するデジタル画像ファイルを受信するステップ、ｂ）複数の場所について地理的な境界を
記憶する場所データベースを設けるステップ、ｃ）地理的な位置情報を、場所データベー
スに記憶されている地理的な境界に少なくとも比較することで、デジタル画像ファイルが
捕捉された場所を識別するステップ、ｄ）識別された場所の示唆を与えるメタデータタグ
をデジタル画像ファイルに付加するステップ、を含む。
【０００８】
　幾つかの実施の形態によれば、本発明は、ユーザのデジタル画像ファイルについて文脈
情報を取得するサービスを提供する方法を提供する。本方法は、データ処理システムによ
り少なくとも部分的に実現され、デジタル画像ファイルを受信するステップ、ファイルか
らのシーン捕捉の地理的な位置情報を使用して、画像が捕捉された場所を識別し、捕捉さ
れた場所の示唆をコンピュータメモリに記憶することを含む。幾つかの実施の形態では、
捕捉の場所の示唆は、デジタル画像ファイルと関連付けされ、この関連付けは、コンピュ
ータメモリに記憶される。
【０００９】
　本発明の別の実施の形態によれば、デジタル画像ファイルの識別された捕捉の場所に関
連するメッセージがコンピュータシステムに送信される。このメッセージは、幾つかの実
施の形態では、場所に関連する広告とすることができる。デジタル画像ファイル自身は、
他の実施の形態において捕捉の場所を含むように修正することができる。
【００１０】
　本発明の更なる実施の形態によれば、デジタル画像ファイルからのシーン捕捉の地理的
な位置情報を使用して、場所の一部を識別することができる。これらの実施の形態では、
場所の識別された一部にまさに関連するメッセージ又は広告を送信することができる。
【００１１】
　本発明の更に別の実施の形態では、その場所と、シーン捕捉時にその場所で行われてい
る特定のイベントとの両者を識別するため、シーン捕捉の時間は地理的な位置情報と共に
使用される。デジタル画像ファイルの捕捉イベントを示すメッセージをコンピュータシス
テムに送信することができる。このメッセージは、幾つかの実施の形態では、そのイベン
トに関連する広告である。デジタル画像ファイル自身は、他の実施の形態において捕捉の
イベントを含むように修正される。
【００１２】
　幾つかの実施の形態では、捕捉の位置と捕捉された視野の両者を識別するため、そのシ
ーンについて捕捉の方向の情報が地理的な位置情報と共に使用される。次いで、視野は、
場所又は場所の一部を識別するプロセスにおいて使用することができる。
【００１３】
　上述された実施の形態に加えて、更なる実施の形態は、添付図面を参照し、以下の詳細
な記載を検討することで明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　本発明は、添付図面と共に以下に提示される例示的な実施の形態の詳細な説明から更に
容易に理解される。
【図１】本発明の実施の形態に係る、地理的な位置情報を処理するシステムを例示する図
である。
【図２】本発明の実施の形態に係る、地理的な位置情報を処理する方法のフローチャート
である。
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【図３】本発明の実施の形態に係る、地理的な位置及び捕捉時間の情報を処理する方法の
フローチャートである。
【図４】図２及び図３の方法が実行される実用的な例を示す図である。
【図５】図２及び図３の方法が実行される別の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の幾つかの実施の形態は、デジタルレコードを記述及びタグ付けするために非常
に重要な文脈を与えるやり方でデジタル画像のシーン捕捉の情報を利用するものである。
本発明の幾つかの実施の形態は、デジタル画像ファイルの捕捉の時間及び位置に特化した
文脈情報を与えるだけでなく、コンテンツが捕捉された特定の場所、イベント又はその両
者に関連する情報を導出するものである。
【００１６】
　本発明は、本明細書で記載される実施の形態の組み合わせを包含するものである。「特
定の実施の形態」等に対する参照は、本発明の少なくとも１つの実施の形態に存在する特
徴を示す。「実施の形態」又は「特定の実施の形態」等に対する個別の参照は、必ずしも
同じ実施の形態を示すものではないが、係る実施の形態は、特に断りがない限り又は当業
者にとって容易に明らかでない限り、相互に排他的ではない。「方法“method”、“meth
ods”」に対する参照における単数又は複数の使用は、限定するものではない。本明細書
で使用されたときに、記載「デジタル画像ファイル」は、デジタル静止画像又はデジタル
ビデオ画像のようなデジタル画像ファイルを示す。なお、特に明示的に断りがないか又は
文脈により要求されない限り、この開示において単語「又は“or”」が排他的ではない意
味で使用される。
【００１７】
　図１は、本発明の実施の形態に係る、デジタル画像ファイルと関連付けされた地理的な
位置情報を処理するシステム１００を例示する。システム１００は、データ処理システム
１１０、周辺システム１２０、ユーザインタフェースシステム１３０、及びプロセッサが
アクセス可能なメモリシステム１４０を含む。プロセッサがアクセス可能なメモリシステ
ム１４０、周辺システム１２０、及びユーザインタフェースシステム１３０は、データ処
理システム１１０に通信可能に接続される。
【００１８】
　データ処理システム１１０は、１以上のデータ処理装置を含み、１以上のデータ処理シ
ステムは、本実施の形態で記載される図２及び図３の例示的な処理を含めて、本発明の様
々な実施の形態の処理を実行する。記載「データ処理装置」又は「データプロセッサ」は
、中央処理装置（CPU）、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、メイ
ンフレームコンピュータ、パーソナルデジタルアシスタント、Blackberry（登録商標）、
デジタルカメラ、携帯電話、又は、電気的、磁気的、光学的、生体的なコンポーネントで
実現されるか否かに係らず、データを処理、データを管理、データを操作する他の装置の
ようなデータ処理装置を含むことが意図される。
【００１９】
　プロセッサがアクセス可能なメモリシステム１４０は、本実施の形態で記載される図２
及び図３の例示的なプロセスを含めて、本発明の様々な実施の形態を実行することが必要
とされるデータ及び命令を含む情報を記憶するために構成される１以上のプロセッサがア
クセス可能なメモリを含む。プロセッサがアクセス可能なメモリシステム１４０は、複数
のコンピュータ及び／又は装置を介して、データ処理システム１１０に通信可能に接続さ
れる複数のプロセッサがアクセス可能なメモリを含む分散されたプロセッサがアクセス可
能なメモリシステムとすることができる。他方で、プロセッサがアクセス可能なメモリシ
ステム１４０は、分散されたプロセッサがアクセス可能なメモリシステムである必要はな
く、結果的に、単一のデータプロセッサ又は装置内に位置される１以上のプロセッサがア
クセス可能なメモリを含むことができる。
【００２０】
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　記載「プロセッサがアクセス可能なメモリ」は、限定されるものではないが、レジスタ
、フロッピーディスク、ハードディスク、コンパクトディスク、DVD、フラッシュメモリ
、ROM及びRAMを含めて、揮発性又は不揮発性、電子的、磁気的、光学的であるか否かに係
らず、プロセッサがアクセス可能なデータストレージデバイスを含むことが意図される。
【００２１】
　記載「通信可能に接続される」は、装置間、データプロセッサ間、データが通信される
プログラム間で、有線であるか無線であるかに係らず、任意のタイプの接続を含むことが
意図される。さらに、記載「通信可能に接続される」は、装置間又は単一のデータ内のプ
ログラム間の接続、装置間又は異なるデータプロセッサに配置されるプログラム間、デー
タプロセッサに配置されない装置間の接続を含むことが意図される。この点に関して、プ
ロセッサがアクセス可能なメモリシステム１４０はデータ処理システム１１０とは個別に
示されているが、当業者であれば、プロセッサがアクセス可能なメモリシステム１４０は
データ処理システム１１０に完全に記憶されるか又は部分的に記憶されることを理解され
るであろう。さらに、この点に関して、周辺システム１２０及びユーザインタフェースシ
ステム１３０はデータ処理システム１１０とは個別に示されているが、当業者であれば、
係るシステムの一方又は両方がデータ処理システム１１０内に完全に含まれるか又は部分
的に含まれることを理解されるであろう。
【００２２】
　周辺システム１２０は、データ処理システム１１０にデジタル画像ファイルを供給する
ために構成される１以上の装置を含む。例えば、周辺システム１２０は、デジタルビデオ
カメラ、携帯電話、デジタルスチルカメラ又は他のデータプロセッサを含む。データ処理
システム１１０は、周辺システム１２０における装置からのデジタル画像ファイルの受信
に応じて、係るデジタル画像ファイルをプロセッサがアクセス可能なメモリシステム１４
０に記憶する。
【００２３】
　ユーザインタフェースシステム１３０は、マウス、キーボード、別のコンピュータ、或
いはデータがデータ処理システム１１０に入力される装置の組み合わせを含む。この点に
関して、周辺装置１２０はユーザインタフェースシステム１３０とは個別に示されている
が、周辺システム１２０は、ユーザインタフェース１３０の一部として含むことができる
。また、ユーザインタフェースシステム１３０は、ディスプレイデバイス、プロセッサが
アクセス可能なメモリ、或いはデータがデータ処理システム１１０により出力される装置
または装置の組み合わせを含む。この点に関して、ユーザインタフェースシステム１３０
がプロセッサがアクセス可能なメモリを含む場合、係るメモリは、ユーザインタフェース
システム１３０及びプロセッサがアクセス可能なメモリシステム１４０が図１において個
別に示されているが、プロセッサがアクセス可能なメモリシステム１４０の一部とするこ
とができる。
【００２４】
　図２は、本発明の実施の形態に係る、デジタル画像ファイルに関連する地理的な位置情
報を処理する方法のフローチャートを示す。デジタル画像ファイルを受信するステップ２
００において、関連された地理的な位置情報２１０をもつデジタル画像ファイル２０５が
データ処理システム１１０（図１）により受信される。本発明の好適な実施の形態では、
地理的な位置情報２１０は、デジタル画像ファイル２０５においてメタデータとして記憶
される。代替的に、地理的な位置情報２１０は、プロセッサがアクセス可能なメモリシス
テム１４０（図１）に記憶される幾つかの他の関連するデータソースから取得される。関
連されるデータソースの例は、限定されるものではないが、テキストファイル、バイナリ
ファイル、又はデータベースを含む。
【００２５】
　図４を参照して、本発明の方法を例示する例４００が与えられる。デジタル画像４０５
は、関連される画像捕捉のメタデータ４０５と共に示される。本発明の好適な実施の形態
では、デジタル画像４０５及び画像捕捉のメタデータ４１０は、デジタル画像ファイル２
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０５（図２）に記憶される。画像捕捉のメタデータ４１０は、地理的な位置情報２１０（
図２）を与える地理的な位置のメタデータ４１２を含み、このメタデータは、デジタル画
像４０５がレーストラックの場所４３０の近くの画像の捕捉位置４０７で捕捉されたこと
を示す。
【００２６】
　図２を参照して、場所の情報を識別するステップ２１０において、地理的な位置情報２
１０がデータ処理システム１１０（図１）により使用され、プロセッサがアクセス可能な
メモリシステム１４０（図１）に記憶されている場所データベース２２５にアクセスする
ことで場所の情報２２５が識別される。場所の情報２２５は、デジタル画像ファイル２０
５が捕捉された場所を示唆する。場所データベースは、国立公園、海辺、遊園地、スポー
ツ会場、公共建築、学校及び他の関心のあるポイントのような場所を記憶する。場所は、
限定されるものではないが円、矩形及び多角形により指定される位置データを含む様々な
やり方で場所データベース２２０において表される。例えば、多角形として表されたとき
、場所は、場所の地理的な境界を表す閉じた多角形を形成する一連の緯度／経度のペアと
して記載される。
【００２７】
　本発明の１実施の形態では、場所の情報を識別するステップ２１５は、整合する場所が
識別されるまで（又は整合する場所がデータベースにないと判定されるまで）、地理的な
位置情報２１０を場所データベース２２０におけるそれぞれの場所と比較することで行わ
れる。地理的な位置情報２１０が特定の場所に整合するかを判定するため、地理的な位置
情報２１０は、場所の適切な幾何学的な記述と比較される。
【００２８】
　例えば、場所が場所データベース２２０における円として表されるとき、場所は、その
場所の近似的に地理的な境界を表す定義された長さの半径をもつ中心点として記載される
。画像の捕捉の位置が円の内部にあるか否かに関する判定は、半正矢距離（Haversine　D
istance）のような距離の測定を使用して、画像の捕捉の位置から場所の円の中心点まで
の距離を測定することで行われる。画像の捕捉の位置から中心点までの距離が場所の円の
半径未満であるか又は半径に等しい場合、場所が識別される。場所が矩形として表される
とき、場所は、その場所の近似的な幾何学的な境界の対角部を表す頂点のペアとして表現
される。画像の捕捉の位置が場所の内部にあるか否かに関する判定は、画像の捕捉の位置
を矩形の頂点と比較することで行われる。同様に、場所が閉じた多角形として表されると
き、位置が多角形の内部あるか否かに関する判定は、当業者によって一般に知られている
標準的な幾何学的な技法を使用して行われる。
【００２９】
　場所情報を識別するステップ２１５により識別される場所情報２２５は、多くの異なる
形式を取ることができる。本発明の１実施の形態では、場所情報２２５は、識別された場
所の名前を与えるテキスト文字列である。例えば、テキスト文字列は、“Washington　Mo
nument”又は“Yellowstone　National　Park”又は“Update　Racetrack”とすることが
できる。代替的に、場所データベース２２０における入力に対応するID番号のような他の
手段により場所が識別される。
【００３０】
　場所情報を記憶するステップ２１５は、プロセッサがアクセス可能なメモリシステム１
４０に場所情報を記憶する。本発明の好適な実施の形態では、場所情報２２５は、デジタ
ル画像ファイル２０５における更なるメタデータのタグとして記憶される。例えば、場所
情報２２５は、公知のEXIF画像ファイルのフォーマットに従ってカスタムな場所メタデー
タのタグとして記憶される。好ましくは、カスタムな場所メタデータのタグは、識別され
た場所の名前を与えるテキスト文字列である。代替的に、場所情報２２５は、デジタル画
像ファイル２０５に関連する個別のデータファイルのような多くの他の形式で記憶される
か、又は多数のデジタル画像ファイルに関する情報を記憶するデータベースに記憶される
。
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【００３１】
　また、図２は、本発明の代替的な実施の形態に係る破線で示される任意のステップを示
す。メッセージを送信するステップ２６０では、場所に関連するメッセージがデジタル画
像のユーザに送信される。例えば、ユーザが写真を共有するウェブサイトに一連のデジタ
ル画像ファイルをアップロードした場合、ウェブサイトは、様々な場所に関連する製品又
はサービスを提供する小売業者による広告の取り決めを有する。この場合、対応する場所
をもつ画像が検出されたときに、それら製品又はサービスを購入する申し出と共にメッセ
ージがユーザに送信される。図４に例示される例について、デジタル画像４０５について
識別された場所は、“Upstate　Raceback”である場合があり、次のレースのチケットを
申し出るメッセージ４５０が送信される場合がある。代替的に、メッセージは、ユーザの
デジタル画像が印刷されるレーシングの記念品又はレーシングをテーマにしたコーヒーマ
グのような他の製品を購入する申し出である場合がある。
【００３２】
　別の例では、場所が国立公園であると識別された場合、旅行会社は、その特定の国立公
園又は他の国立公園近くのホテルの部屋を予約することを申し出るメッセージを送信する
場合がある。代替的に、専門の写真家により撮影された国立公園のフレームに入れられた
写真を申し出るメッセージが送信される場合がある。この場合、メッセージは、製品提供
を示す場所の写真を含む場合がある。
【００３３】
　製品提供に応答して、ユーザは、注文するステップ２６５において、製品又はサービス
を注文するのを選択する場合がある。これに応じて、ベンダは、注文を履行するステップ
２７０において、注文を履行する。
【００３４】
　本発明の別の実施の形態では、場所は、複数の部分から構成され、それぞれの場所は、
素の場所の識別可能な領域を表す。図４では、場所の部分４３１は、レーストラック場４
３０の“Turn　1”を表す。レーストラック場４３０の場所の部分４３１にある画像の捕
捉の位置４２７で示される場所の部分にある位置で捕捉される画像は、場所を識別するス
テップ２１５（図２）における場所及び部分の両者により識別される。場所の部分は、多
角形、円又は矩形を使用して場所に類似したやり方で表すこともできる。場所を識別する
ステップ２１５で決定された場所情報２２５が場所の一部を含む場合、この情報は、場所
情報を記憶するステップ２３０において記憶される。この場合、その場所の一部に特化し
た広告又は画像が任意のメッセージを送信するステップ２６０で送信される。例えば、図
４におけるメッセージ４５１は、Turn１近くに座っている観客における来年のレースのチ
ケットを購入する申し出を含むメッセージを例示している。
【００３５】
　図３は、本発明の別の実施の形態に係る、デジタル画像ファイルと関連付けされた地理
的な位置情報を処理する方法を示すフローチャートである。この場合、デジタル画像ファ
イル２０５は、地理的な位置情報２１０に加えて、捕捉時間の情報２１２を含むデジタル
画像ファイルを受信するステップ２００で受信される。場所情報を識別するステップ２１
５では、地理的な位置情報２１０及びプロセッサがアクセス可能なメモリシステム１４０
（図１）に記憶されている場所及びイベントデータベース２３５を使用して、場所情報２
２５が識別される。このステップは、図２に関して上述されたのと同じ手順を使用して実
行される。次いで、イベント情報を識別するステップ２４０では、場所情報２２５と共に
捕捉時間の情報２１２を使用して、イベント情報２４５が決定される。イベントは、イベ
ントの開始及び終了を表すイベント時間の境界のペアにより定義される時間間隔と共に場
所により、場所及びイベントデータベース２３５において固有に表される。位置及び時間
の境界の組み合わせにより、イベントが行われた空間－時間の領域が形成される。図４の
例では、捕捉時間のメタデータ４１４は、デジタル画像４０５の捕捉の時間を与える。こ
の情報は、識別されたレーストラック場４３０と共に、捕捉の日付／時間を、場所及びイ
ベントデータベース２３５（図３）におけるイベントに比較することで、デジタル画像が
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捕捉された特定のレースを識別するために使用される。
【００３６】
　識別された場所情報２２５及びイベント情報２４５は、デジタル画像ファイル２０５と
関連付けされ、場所及びイベント情報を記憶するステップ２５０において、プロセッサが
アクセス可能なメモリシステム１４０（図１）に記憶される。本発明の１実施の形態では
、識別された場所情報２２５及びイベント情報２４５は、更なるメタデータの部分として
デジタル画像ファイル２０５に記憶される。
【００３７】
　また、図３は、破線の輪郭を使用して一連の任意のステップを示す。メッセージを送信
するステップ２６０では、識別されたイベントに関する広告又は画像のようなメッセージ
が送信される。例えば、メッセージは、識別されたイベントの記念品番組の広告とするこ
とができる。幾つかの実施の形態では、イベントに関連するメッセージは、スポンサー、
代理店、所有者、或いはイベント又は場所の関係者に関連するデータ処理システムから送
信される。注文を行うステップ２６５では、広告された製品が注文され、注文を履行する
ステップ２７０では、注文が履行される。
【００３８】
　図５は、本発明の代替的な実施の形態の例５００を示しており、場所又は場所の一部を
識別するために、地理的な情報に加えて情報の他の部分が使用される。この場合、画像の
捕捉のメタデータ５２０は、既に述べたように、地理的な位置のメタデータ５２２及び捕
捉時間のメタデータ５２４を含む。更に、画像の捕捉のメタデータは、捕捉装置が画像の
捕捉のときに向いていた方向に関する捕捉の向きのメタデータ５２６、捕捉装置のレンズ
システムの焦点距離を示す焦点距離のメタデータ５２８、デジタル画像を捕捉するために
使用されるイメージセンサの幅を示すセンササイズのメタデータ５３０、及び捕捉のとき
に捕捉装置のレンズシステムの焦点距離の設定を示す焦点距離のメタデータ５３０を含む
。
【００３９】
　視野の境界５１３をもつ画像の視野（FOV）５１０は、画像の捕捉の位置５０７、画像
の距離５１４、及び水平画角（HAOV）５１６により定義される。FOVは、視野の中心線５
１により分割される。HAOV（°）は、以下の式により定義することができる。
【００４０】
【数１】

ここでWsは（センササイズのメタデータ５３０により与えられる）センサ幅、Fは捕捉装
置のレンズシステムの（焦点距離のメタデータ５２８により与えられる）焦点距離である
。画像の距離５１４は、集束距離のメタデータ５３２により与えられる焦点距離に等しい
か、又は捕捉された画像の背景における画像のコンテンツを考慮するために焦点距離より
も長い任意の長さとすることができる。ひとたび画像FOV５１０が捕捉された画像につい
て確定されると、ある場所（又は場所の一部）５０５が交差し、従ってその場所又は場所
の一部が識別されるかが判定される。FOVの境界５１３を定義する線又は視界の中心線５
１２の何れかを使用して、画像のFOV５１０と場所５０５の交差を判定するために、（当
業者にとって知られている）幾何学的な技法を使用することができる。次いで、識別され
た場所又は場所の一部の示唆は、説明された他の実施の形態におけるように、プロセッサ
がアクセス可能なメモリシステム１４０（図１）に記憶される。
【００４１】
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　例示的な実施の形態は、本発明を単に例示するものであって、上述された実施の形態の
多くの変形を本発明から逸脱することなしに当業者により創作されることを理解されたい
。従って、全ての係る変形は、以下の特許請求の範囲及びそれらの等価な概念に含まれる
ことが意図される。
【符号の説明】
【００４２】
１００：システム
１１０：データ処理システム
１２０：周辺システム
１３０：ユーザインタフェースシステム
１４０：プロセッサがアクセス可能なメモリシステム
２００：デジタル画像ファイルを受信するステップ
２０５：デジタル画像ファイル
２１０：幾何学的な位置情報
２１２：捕捉時間の情報
２１５：場所情報を識別するステップ
２２０：場所データベース
２２５：場所情報
２３０：場所情報を記憶するステップ
２３５：場所及びイベントデータベース
２４０：イベント情報を識別するステップ
２４５：イベント情報
２５０：場所及びイベント情報を記憶するステップ
２６０：メッセージを送信するステップ
２６５：注文するステップ
２７０：注文を履行するステップ
４００，５００：例
４０５：デジタル画像
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